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に

つ
い

て
は

、
作

業
に

係
る

計
画

書
等

を
監

督
官

に
提

出
の

上
、

承
諾

を
得

る
も

の
と

す
る

。

 
 
 
(
3
)
　

本
工

事
に

お
け

る
 
●

断
水

作
業

に
係

る
作

業
日

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
な

お
、

実
施

日
程

及
び

詳
細

な
作

業
内

容

　
　

　
 
●

平
日

 
　

　
　

　
　

　
　

　
（

●
昼

間
 
 
○

夜
間

　
 
時

か
ら

　
 
時

ま
で

。
）

 
 
 
(
2
)
　

本
工

事
に

お
け

る
駐

屯
地

の
入

出
門

時
間

は
、

７
時

３
０

分
か

ら
１

７
時

３
０

分
ま

で
と

す
る

。
た

だ
し

、
こ

れ
を

超
え

 
　

(
1
)
　

本
工

事
の

作
業

時
間

は
、

標
準

仕
様

書
及

び
現

場
説

明
書

に
よ

る
ほ

か
、

作
業

期
間

中
の

土
曜

日
、

日
曜

日
、

祝
日

、
夏

　
　

　
 
○

土
曜

日
、

日
曜

日
、

祝
日

 
（

○
昼

間
 
 
○

夜
間

 
　

時
か

ら
 
　

時
ま

で
。

）

 
　

　
る

時
間

に
つ

い
て

は
、

監
督

官
と

協
議

の
上

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

　
　

 
季

休
暇

及
び

年
末

年
始

休
暇

を
作

業
不

能
日

と
し

て
見

込
ん

で
い

る
。

 
７

　
作

業
時

間
 

　
　

 
※

上
記

材
料

選
定

に
つ

い
て

は
同

等
品

以
上

（
他

社
製

品
含

む
。

）
も

の
と

す
る

。
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陸
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衛
隊
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屯
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仕
　

様
　
書

　
　

　
　

　
 
　

　
(
1
)
　

仮
設

工
事

　
１

式

 
６

　
特

記
事

項
 

 
５

　
一

般
共

通
事

項
 

 
　

(
1
)
　

本
工

事
は

、
本

仕
様

書
・

図
面

に
記

載
無

き
事

項
及

び
用

語
の

定
義

に
つ

い
て

は
、

以
下

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

 
　

 
 
　

　
 
【

国
土

交
通

省
大

臣
官

房
官

庁
営

繕
部

監
修

】

 
　

(
2
)
　

本
仕

様
書

・
図

面
に

記
載

な
き

事
項

に
つ

い
て

は
監

督
官

と
調

整
し

、
当

然
実

施
す

べ
き

事
項

は
、

請
負

者
の

負
担

に
お

い
て

　
　

　
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。

 
 
 
(
3
)
　

写
真

は
、

施
工

前
、

完
成

後
、

各
工

程
毎

及
び

材
料

搬
入

状
況

等
を

撮
影

し
写

真
帳

（
Ａ

４
）

に
整

理
し

提
出

す
る

。

 
 
 
(
5
)
　

請
負

者
は

、
現

場
代

理
人

を
指

名
し

関
係

法
令

に
従

っ
て

現
場

の
管

理
に

当
た

ら
せ

、
関

係
者

の
監

督
及

び
火

災
・

盗
難

等
の

 
　

　
 
任

ず
る

も
の

と
す

る
。

 
 
 
(
6
)
　

隊
員

若
し

く
は

部
外

者
等

に
損

害
を

与
え

た
場

合
ま

た
は

施
設

等
を

破
損

し
た

場
合

で
、

そ
の

原
因

が
本

工
事

に
係

わ
る

と
認

 
 
 
 
 
 
め

ら
れ

た
場

合
、

請
負

者
が

補
償

・
賠

償
の

責
を

負
う

も
の

と
す

る
。

 
 
 
(
8
)
　

本
工

事
に

よ
り

発
生

し
た

発
生

材
(
金

属
屑

類
)
は

、
駐

屯
地

指
定

の
発

生
材

調
書

と
共

に
監

督
官

に
引

き
継

ぎ
、

監
督

官
の

指

　
 
 
 
 
示

す
る

場
所

に
集

積
す

る
も

の
と

し
、

金
属

屑
類

以
外

の
発

生
材

は
請

負
業

者
の

責
任

に
お

い
て

駐
屯

地
外

へ
搬

出
・

適
正

に
処

　
　

　
分

し
、

マ
ニ

ュ
フ

ェ
ス

ト
（

Ｅ
票

）
の

写
し

を
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

 
 
 
(
1
0
)
 
そ

の
他

疑
義

が
生

じ
た

場
合

は
、

監
督

官
と

調
整

の
上

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。
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修

工
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建
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備
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編
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新
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上

が
り

及
び

縁
欠

け
が

無
い

よ
う

に
仕

上
げ

る
こ

と
。

 

 
 
 
(
4
)
　

工
事

場
所

及
び

指
定

さ
れ

た
場

所
以

外
の

無
断

立
入

り
並

び
に

写
真

撮
影

は
禁

止
す

る
も

の
と

す
る

。

　
 
(
5
)
　

モ
ザ

イ
ク

タ
イ

ル
（

5
0
角

）
に

よ
る

床
面

仕
上

げ
復

旧
は

、
既

設
仕

上
げ

と
同

じ
色

調
の

物
を

使
用

し
、

不
陸

、
汚

れ
、

浮
き

　
 
(
6
)
　

便
器

洋
式

化
に

お
い

て
使

用
す

る
主

な
材

料
は

、
右

表
「

材
料

表
」

の
と

お
り

又
は

他
社

製
品

の
同

等
品

以
上

と
す

る
。

　
 
(
2
)
　

本
工

事
で

使
用

す
る

材
料

の
規

格
・

色
彩

等
に

つ
い

て
は

、
監

督
官

と
協

議
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。

　
 
(
3
)
　

工
事

に
お

け
る

養
生

は
、

確
実

に
実

施
す

る
と

と
も

に
、

施
工

後
、

整
理

清
掃

後
片

付
け

を
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。
　

　
 
(
4
)
　

既
設

和
式

便
器

の
撤

去
及

び
便

器
の

洋
式

化
は

、
各

メ
ー

カ
ー

指
定

の
工

法
で

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

　
 
(
1
)
　

本
工

事
は

、
本

仕
様

書
に

基
づ

き
施

工
す

る
も

の
と

す
る

が
細

部
寸

法
は

現
地

に
お

い
て

採
寸

の
う

え
、

実
施

す
る

も
の

と
す

　
 
 
 
 
る

。
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(
3
)
　

建
具

工
事

　
１

式

　
(
4
)
　

機
械

設
備

工
事

　
１

式

　
 
(
5
)
　

発
生

材
処

分
　

１
式

 
　

　
 
災

害
防

止
に

十
分

な
注

意
を

払
わ

せ
る

。
現

場
に

お
い

て
は

常
に

整
理

整
頓

を
行

う
。

ま
た

、
災

害
等

に
お

い
て

は
自

ら
の

責
に

 
 
 
(
7
)
　

本
工

事
に

使
用

す
る

材
料

は
、

再
使

用
品

を
除

き
全

て
新

品
と

し
監

督
官

の
検

査
を

受
け

、
合

格
品

を
使

用
す

る
も

の
と

す
る

。

 
 
 
(
9
)
　

本
工

事
に

必
要

な
電

気
及

び
水

は
請

負
者

が
負

担
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

官
側

の
電

気
及

び
水

を
使

用
す

る
場

合
は

監
督

 
 
　

　
官

の
承

認
後

使
用

す
る

こ
と

。
そ

の
際

は
後

日
料

金
を

徴
収

す
る

も
の

と
す

る
。


